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復興整備計画に基づく特別措置 

 

 

１．復興整備計画の作成等 

（１）次の①から④の地域のいずれかに該当し、円滑かつ迅速な復興を図るための事業の実

施が必要な市町村（以下「被災関連市町村」という。）は、単独で又は都道府県（以下

「被災関連都道府県」という。）と共同して、復興整備計画を作成することができるこ

ととする。 

① 東日本大震災の被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接

し、若しくは近接する地域 

② 東日本大震災の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余

儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域 

③ ①②の地域と自然、経済等において密接な関係が認められ、かつ、①②の地域の住

民の生活再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域 

④ ①②③の地域のほか、東日本大震災による被害を受けた地域であって、市街地の円

滑かつ迅速な復興を図る必要があると認められる地域 

 

（２）復興整備計画には、以下に掲げる事項等を記載するものとする。 

① 区域（以下「計画区域」という。） 

② 目標 

③ 計画区域内の土地利用に関する基本方針（以下「土地利用方針」という。） 

④ 復興整備事業（②の目標を達成するために必要な（３）に掲げる事業） 

⑤ 期間 

 

（３）復興整備事業は、以下に掲げる事業とする。 

① 市街地開発事業（都市計画法） 

② 土地改良事業（土地改良法） 

③ 復興一体事業（５（１）） 

④ 集団移転促進事業（防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等

に関する法律（以下「集団移転促進法」という。）） 

⑤ 住宅地区改良事業（住宅地区改良法） 

⑥ 都市計画法の都市施設に該当する施設の整備に関する事業 

（５（７）の「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」の整備事業を含む。） 

⑦ 津波防護施設の整備に関する事業（津波防災地域づくりに関する法律。以下「津波

防災地域づくり法」という。） 
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⑧ 漁港漁場整備事業（漁港漁場整備法） 

⑨ 保安施設事業（森林法） 

⑩ 液状化対策事業 

⑪ 造成宅地滑動崩落対策事業 

⑫ 地籍調査事業（国土調査法） 

⑬ 住宅施設、水産物加工施設その他の円滑かつ迅速な復興のために必要な施設の整備

に関する事業 

 

２．復興整備協議会 

  被災関連市町村（被災関連都道府県と共同して復興整備計画を作成する場合には当該被

災関連都道府県を含む。以下「被災関連市町村等」という。）は、復興整備計画及びその

実施に関し必要な事項について協議を行うため、市町村長、都道府県知事等からなる復興

整備協議会（以下「協議会」という。）を組織することができること等とする。 

 

３．復興整備事業に係る許認可等の特例 

（１）農地転用の許可（農地法）の特例 

① 被災関連市町村等は、復興整備計画に、復興整備事業を実施した場合には計画区域

内で２ha超の農地転用を行うこととなることが明らかである土地利用方針を記載しよ

うとするときは、協議会における協議等の手続を行うとともに農林水産大臣の同意を

得なければならないものとする。 

 

② 農林水産大臣は、①の土地利用方針が次に掲げる要件に該当するときは、同意をす

るものとする。 

イ １（１）①の地域の被災関連市町村等が作成する復興整備計画に係るものである

こと 

ロ 被災関連市町村の復興のため必要かつ適当であること 

ハ 被災関連市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められるこ

と 

 

  ③ ①の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項が記載された復興整

備計画が公表されたときは、当該復興整備事業について、農地転用の許可があったも

のとみなすこととする。（農地法第４条、第５条） 

 

④ （３）①のハ及びニの許可に関する事項に係る①の同意の基準については、②と同

等の基準を設けることとする。 

 

（２）開発行為等の許可（都市計画法）の特例   

１（１）①②③の地域の市街化調整区域内の開発行為等であって、地域の復興等を図
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るために実施することが必要であると被災関連都道府県知事が認めるものについては、

都市計画法第３４条の立地基準は適用しないこととする。（（３）①の手続に従って、

（３）①イの事項を復興整備計画に記載する場合に限る。） 

 

（３）復興整備事業の実施に必要な許認可等の一元的処理 

  ① 被災関連市町村等は、復興整備計画に、復興整備事業の実施に必要な次のイからチ

の許認可等に関する事項を記載しようとするときは、協議会における協議等の手続を

行うとともに許認可等権者の同意を得なければならないものとする。 

イ 都市計画区域等における開発行為等の許可（都市計画法第２９条、第４３条） 

ロ 都市計画事業の認可又は承認（都市計画法第５９条） 

ハ 農地転用の許可（（１）に係るものを除く。）（農地法第４条等） 

ニ 農用地区域における開発行為の許可（農業振興地域の整備に関する法律（以下「農

振法」という。）第１５条の２） 

ホ 保安林等における立木の伐採等の許可（森林法第３４条等） 

ヘ 特別地域における工作物の新築等の許可又は普通地域における工作物の新築等の

届出（自然公園法第２０条、第３３条） 

ト 漁港区域における工作物の建設等の許可（漁港漁場整備法第３９条） 

チ 港湾区域における工事等の許可、臨港地区における工場の新設等の行為の届出等

（港湾法第３７条、第３８条の２等） 

 

  ② ①のイからチの許認可等に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたとき

は、当該事項に係る復興整備事業について、当該許認可等があったものとみなすこと

とする。 

 

４．土地利用基本計画の変更等の一元的処理 

（１）復興整備事業に関する事項には、当該復興整備事業の実施に関連して行う次の①から

⑧の土地利用基本計画の変更等に関する事項を記載することができることとする。 

  ① 土地利用基本計画の変更（国土利用計画法第９条） 

② 都市計画区域の指定、変更又は廃止（都市計画法第５条） 

③ 都市計画の決定又は変更（都市計画法第１８条、第１９条等） 

④ 農業振興地域の変更（農振法第６条、第７条） 

⑤ 農用地利用計画の変更（農振法第８条、第１３条） 

⑥ 地域森林計画区域の変更（森林法第５条） 

⑦ 保安林の指定又は解除（森林法第２５条の２、第２６条の２） 

⑧ 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し（漁港漁場整備法第６条） 

 

（２）被災関連市町村等は、復興整備計画に、（１）①から⑧の土地利用基本計画の変更等

に関する事項を記載しようとするときは、当該事項に係る関係者を構成員に加えた協議
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会における協議等の手続を行うとともに、当該事項が都市計画、農用地利用計画、地域

森林計画区域又は保安林の変更等に関する事項である場合には、その案の２週間の縦覧、

利害関係人への意見書の提出機会の付与等の手続を行うものとする。 

 

（３）（１）①から⑧の土地利用基本計画の変更等に関する事項が記載された復興整備計画

が公表されたときは、当該変更等がなされたものとみなすこととする。 

 

５．各種の復興整備事業に関する特例 

（１）復興一体事業の創設 

① 被災関連市町村は、１（１）①の地域において、土地区画整理事業及び農用地の改

良又は保全のために必要な事業を一体的に施行する事業（以下「復興一体事業」とい

う。）の事業計画を作成し、被災関連都道府県知事の認定を受けることができること

とし、当該認定を土地区画整理法に基づく事業計画の認可とみなすこととする。（土

地区画整理法第５２条） 

 

② 復興一体事業の事業計画においては、津波による再度災害を防止又は軽減するため、

住宅及び公益的施設を集約する区域を定めることができること等とする。 

 

③ 被災関連市町村は、復興一体事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、

その施設を管理しなければならないものとする。 

 

④ 被災関連市町村は、農業用用排水施設等に係る事業の工事につき、被災関連都道府

県に専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができることとする。 

 

（２）土地区画整理事業及び復興一体事業に関する特例 

   現行制度上、地方公共団体は、市街化調整区域において土地区画整理事業を施行する

ことができないところ、復興整備計画に記載された土地区画整理事業及び（１）の復興

一体事業については、１（１）①②③の地域内の市街化調整区域において事業を施行す

ることができることとする。（都市計画法第１３条） 

 

（３）土地改良事業に関する特例 

  ① 土地改良区等からの申請によらず、県の発意で、区画形質の変更、農用地造成等の

土地改良事業を行うことができることとする。（土地改良法第８７条の２） 

 

  ② 土地改良施設の管理者との協議を経て県営土地改良事業計画に定めるべき事項が記

載された復興整備計画が公表されたときは、県営土地改良事業計画が定められたもの

とみなすこととする。（土地改良法第８７条の２） 
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（４）集団移転促進事業に関する特例 

  ① 復興整備計画に記載された集団移転促進事業については、次のイからハの措置を講

ずるものとする。 

   イ 集団移転促進事業計画を都道府県が策定することができることとする。（集団移

転促進法第３条） 

   ロ 公益的施設の用地の造成等に要する経費の一部を国が補助するものとする。（集

団移転促進法第７条） 

   ハ 住宅団地等の用地を造成等した後に譲渡する場合であっても、当該用地の造成等

に要する経費が譲渡の対価を上回る場合には、当該経費の一部を国が補助するもの

とする。（集団移転促進法第７条） 

 

  ② 国土交通大臣の同意を得て、集団移転促進事業計画に定めるべき事項が記載された

復興整備計画が公表されたときは、集団移転促進事業計画が定められたものとみなす

こととする。（集団移転促進法第３条） 

 

（５）住宅地区改良事業に関する特例 

① 国土交通大臣の同意を得て、住宅地区改良事業に関する事項として改良地区の指定

に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたときは、改良地区の指定があっ

たものとみなすこととする。（住宅地区改良法第４条） 

 

② ①の復興整備計画に記載する改良地区の指定に関する事項に併せて、居住の用に供

される建築物であったもので震災によって損壊したため建築物でなくなったものが存

する区域を含む地区に関する事項が記載された場合には、当該復興整備計画の公表を

もって、当該計画に記載された当該建築物でなくなったものを不良住宅とみなして住

宅地区改良法の規定を適用することとする。（住宅地区改良法第２条） 

 

③ 国土交通大臣との協議を経て、住宅地区改良事業の事業計画に定めるべき事項が記

載された復興整備計画が公表されたときは、当該住宅地区改良事業の事業計画が定め

られたものとみなすこととする。（住宅地区改良法第５条） 

 

（６）漁港漁場整備事業に関する特例 

農林水産大臣の同意を得て、特定漁港漁場整備事業計画に定めるべき事項が記載され

た復興整備計画が公表されたときは、特定漁港漁場整備事業計画が定められたものとみ

なすこととする。（漁港漁場整備法第１７条） 

 

（７）一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業の創設（津波防災地域づくり法において規

定） 

復興の拠点となる市街地が有するべき住宅、業務、公益等の施設を一団の施設として
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とらえた「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」を、都市施設として都市計画に定め

ることができることとする（全面買収方式で拠点を整備することを可能とする。）。 

 

６．復興整備事業の実施に係るその他の特例 

（１）建築行為等の届出及び勧告 

復興整備事業の実施区域で被災関連市町村が指定する区域内の建築行為等については、

届出及び勧告の対象とするものとする。 

 

（２）測量等のための土地の立入り等 

復興整備計画の作成、復興整備事業の実施等のための測量、調査のためやむを得ない

必要がある場合においては、他人の占有する土地への立入り、障害物の伐除及び土地の

試掘等を行うことができることとする。 

 

（３）地籍調査の実施に関する特例 

国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたとき

は、地方公共団体に代わって国土交通省が当該地籍調査を行うこととする。（国土調査

法第２条、第６条の４等） 

 

（４）筆界特定の申請の特例 

復興整備事業（土地収用法による事業認定を受けた事業等に限る。）を実施する者は、

筆界特定登記官に対し、復興整備事業の実施区域内の土地及びこれに隣接する他の土地

との筆界について、これらの土地の所有者の承諾を得て、筆界特定を申請することがで

きることとする（ただし、土地所有者のうちに所在不明の者がある場合には、その者の

承諾を得ることは要しない。）。（不動産登記法第１３１条） 

 

（５）環境影響評価手続に関する特例 

復興整備事業として行われる土地区画整理事業及び鉄道・軌道の建設・改良事業につ

いては、環境影響評価法に基づく手続ではなく、簡略化された環境影響評価の手続を行

うこととする。 

  

（６）独立行政法人都市再生機構の業務に関する特例 

   独立行政法人都市再生機構は、本来業務に支障のない範囲内で行うことができるとす

る受託業務の要件にかかわらず、復興整備計画に記載された復興整備事業に係る受託業

務を行うことができることとする。（独立行政法人都市再生機構法第１１条） 

 

（７）農業振興地域の整備に関する法律の特例 

復興整備事業の実施区域内にある農用地区域内の土地の農用地区域からの除外につい

ては、農用地区域の変更に係る要件を満たすほか、復興整備計画の期間が満了した土地
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である場合に限り可能とすることとする。（農振法第１３条） 

 

（８）津波防災地域づくり法の特例 

① 津波による被害を受けた被災関連市町村が、津波防災地域づくり法に規定する基本指

針に基づき復興整備計画を作成した場合においては、津波防護施設管理者は、同法に基

づく推進計画によらず、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行

うことができることとする。 

 

② 津波による被害を受けた被災関連市町村が、津波防災地域づくり法に規定する基本指

針に基づき復興整備計画を作成した場合においては、当該復興整備計画の計画区域を推

進計画区域とみなして、津波からの避難に資する建築物の容積率の特例（同法第１５条）

及び指定津波防護施設の指定（同法第５０条）の規定を適用できることとする。 

 


